
司法書士本千葉駅前事務所

アクセス：ＪＲ本千葉駅西口前

T e l：０４３－２１６－５０５２

遺言書の効力の確認

チェックリスト（自筆証書遺言）

□ 遺言者が、遺言の全文を自書していますか

□ 遺言者が、日付を自書していますか

□ 遺言者が、氏名を自書していますか

□ 印鑑は押されていますか

□ 訂正箇所には訂正印が押され、

訂正文字数・加入文字数等が記載されていますか

（例えば、○字削除○字加入）

□ 遺言書作成当時、遺言者に遺言能力※がありましたか

□ 遺言の内容は理解できますか（但し、法律的要件ではありません）

□ 遺言執行者の指定はありますか（但し、法律的要件ではありません）

※遺言能力

遺言の内容、及びその結果生じる法律効果を理解・判断することのできる能力のこ

とをいいます。

→遺言作成当時満１５歳に達しており、意思能力があること

（成年被後見人の場合は、医師２人以上の立会い等、他に要件があります）


